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      八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例の制定について


    

  





ページの内容を印刷



        
    記事番号： 1-679

  

  
    公開日 2020年04月01日

  



      
      条例制定の目的


 再生可能エネルギー発電事業が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響を鑑み、事業者による再生可能エネルギー発電施設の設置及び管理について基本的かつ必要な事項を定めることにより、発電事業と地域との紛争をあらかじめ防止し、市の環境保全と市民の安全な生活に寄与することを目的としています。


 


条例施行日


令和２年４月１日


 


経過措置


条例施行に際し、現に着手している再生可能エネルギー発電事業については、本条例の規定は、適用しません。


 


対象となる事業


・事業区域の合計面積が５００平方メートル以上である発電事業


・発電設備の高さが１３メートル以上である発電事業


　（ただし、建築物の屋根又は屋上で行う事業にあっては、この限りでない。）


 


条例・規則


・八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例


・八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則


・届出様式


 


届出・問い合わせ


市役所生活環境課（八幡浜庁舎２階）ＴＥＬ ２２−３１１１ 内線１２７３



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
市民福祉部　生活環境課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-3115
FAX：0894-22-5990
E-Mail：kankyou@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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      このページについてお聞かせください
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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